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東京都交通局日暮里・舎人ライナー舎人公園駅構内において発生した 

鉄道事故に係る勧告について 

 

 

本事故は、千葉県北西部を震源とする地震の地震動により、１両目前台車の右側分

岐輪が案内軌条に乗り上げたため、列車が脱線に至ったものと考えられる。なお、同

分岐輪の乗り上げは、事故現場付近の構造物の固有振動数と車両の固有振動数がとも

に１.０Hz付近に存在していることに加え、事故現場付近の構造物の回転挙動が車両

のロール方向の振動を助長し、台車の左右の走行輪が交互に持ち上がったことにより

生じたと考えられる。 

また、本事故発生後、指令員は脱線した第２２６５Ａ列車を移動させて乗客を避難

誘導させるため電力指令の係員に指示して事故現場付近のき
．
電区間に再送電を行っ

たが、その処置は同列車が脱線していることを確認せずに行われ、同列車が集電して

いた電車線付近から火花が散り、その煙が車内に入る状況になったと考えられる。 

当委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、輸送の安全を確保するため、貴局に対し、

運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、下記のとおり勧告する。 

 また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置について報告を求める。 

 

記 

 

(1) 貴局は、事故現場付近の施設に、地震動の影響により列車の案内輪や分岐輪が

案内軌条に乗り上げないようにするための対策を講ずること。 

(2) 貴局は、震度５弱以上の地震発生時は全区間の車両及び施設の状態を確認し、

その確認が完了するまでは再送電を行わないといった乗客の安全確保を最優先と

した避難誘導の方法や手順を整理し、異常時対応マニュアルにも記載して、関係

係員に周知徹底すること。 

 


